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住居表示再整備（住所変更）のお知らせ 
（住居表示再整備ニュース 第１号）  

 

 

 

 

 
 
 

 

対象の地域 広古新開７丁目，広古新開８丁目，広古新開９丁目 

 
 

住所変更の時期 平成２８年９月～１０月（予定）  

土地区画整理事業の換地処分公告の翌日 
 

住居表示再整備の説明会を開催いたします。 

 開催日時，場所，内容などについては，最後のページをご覧ください。 
 

呉市 都市計画課 総務グループ 
電話番号 （０８２３）２５－３３６６ 

対象の地域 

広古新開７丁目，８丁目及び９丁目は土地区画整理事業が進み，街並みが

整ってまいりました。そこで，誰にでもわかりやすい街にするため，当地域の住

居表示の再整備を実施いたします。この住居表示の再整備により，広古新開７

丁目，８丁目及び９丁目の住所が変更になります。 

住居表示の再整備に向け，みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。 
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現在の住所の表し方，新しい住所の決め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  広古新開７丁目 

呉市 広古新開８丁目  □番  △号（△－部屋番号号） 

  広古新開９丁目      カッコ内は３階以上の建物の場合 
  

 町名※１，街区符号※２，住居番号※３については，次のページ以降で詳しく

解説いたします。 
 
みなさまへの影響と住所変更手続き 

住居表示の再整備に伴い，みなさまの住所が上記の方法で変更になり，住所変更

手続きが必要になります。そこで，みなさまの住所変更について，呉市が職権でで

きることは最大限行い，みなさまの負担を軽減してまいります。 

一方，どうしても呉市で住所変更手続きができないものについては，お手数をお

掛けしますが，みなさまに住所変更手続きをお願いしなくてはなりません。 

これらの住所変更手続きにかかる手数料等は，呉市が発行する住所変更の通知書

や証明書（無料発行）を添付することにより，非課税や免除となります。 

みなさまにお手間をおかけすることとなり，大変申し訳なく思っております。み

なさまのご理解とご協力をお願いいたします。 

町名 ※１ 

町名は，広古新開７丁

目，広古新開８丁目，広古

新開９丁目のいずれかで

す。 

新しい住所では，広古新

開７丁目と広古新開８丁

目の一部の方を除いて変

更はありません（詳細は３

ページをご覧ください）。 

街区符号 ※２ 

現在の住所では，１

番から１３番までで

す。 

新しい住所では，土

地区画整理事業後の

街区（ブロック）に分

け，連続するように，

符号を２１番から付

けます。 

 

住居番号 ※３ 

現在の住所では，土地区

画整理事業施行前の街区の

形をもとに定めています。 

新しい住所では，土地区

画整理事業施行後の街区を

もとに右回りに順序良く定

めます。 

３階以上の建物の場合は

部屋番号を加えます。 

 

【ご自身で住所変更手続きをしていただくもの（一部）】 

・運転免許証 ・車検証 ・会社の健康保険 ・法人及び代表者等の住所変更登記 
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住居表示の再整備までのスケジュール（予定） 

                                 

       

 

  
 

町名（町の区域の変更） P2 ※１ 

広古新開７丁目と広古新開８丁目の町の区域を一部変更します。町の区域の変

更に伴い，広古新開７丁目と広古新開８丁目にお住まいの一部の方の住所が，町

名から変更になります（下図の網掛け部分）。 

 

 

  

住所変更手続きの詳細は住所変更 1か月前に配布予定の「手続きのしおり」で

お知らせするとともに，説明会を開催いたします。 

 

 

平成２８年 

２月下旬～３月上旬 住居表示再整備についての説明会 

６月頃～      建物の位置や玄関，居住者の氏名などの現地調査 

８月～９月    （住所変更の１か月前頃） 

住所変更の通知書・手引きなどを各世帯に配布 

          住所変更手続きの説明会 

９月～１０月   （土地区画整理事業の換地処分公告の翌日） 

住居表示再整備の実施，住所変更 
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街区符号（□番）の変更 P2 ※２ 

新しい街区符号（□番）は，郵便物などの誤配を防ぐため，２１番から付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現在の住所の街区 

新しい住所の街区 

土地区画整理事業施行前の街区 

土地区画整理事業施行後の街区 
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住居番号（△号，または△－（部屋番号）号）の決め方 P2 ※３ 

住居表示では，街区の周りに基礎番号をつける方法がとられています。基礎番号

とは，街区の角を起点として，右回りに街区のまわりを１０ｍ間隔で区切り，順序

よくつけた番号のことです。そして，各建物の住居番号（△号）は，その建物の出

入口が接するところの基礎番号を用います。 

 このことにより，現在の空き地になっている場所に家屋が新築されたり，現在の

家屋が取り壊された場合でも，住居番号（△号）を順序よくつけることができます。

なお，３階以上の建物の場合は，部屋番号をハイフンでつなぎ，△－（部屋番号）

で住居番号を表します。 

街区表示板 
 街区ごとの角付近のできるだけ見

えやすい場所に「街区表示板」を取り

付けます。 

    （例） 

 

 

縦 66cm 

横 12cm 

町名補助板・住居番号表示板 
 各建物の玄関や門柱などの見えやすい

場所に，現在の「町名補助板・住居番号表

示板」に替えて，新しいものを取り付けま

す。 
 
(例) 

 

 

 

 

 

縦 60mm 横 139mm 

呉 

広
古
新
開
○
丁
目 

△ 

町名 

街区符号 

△-２４ 
広
古
新
開
○
丁
目 

町
名 

街
区
符
号 

住
居
番
号 

13 14 15 16 17 18 19 20

12 21

11 22

10 23
道
路

9 24

8 7 6 5 4 3 2 1

（例）呉市広古新開○丁目△街区

①　呉市広古新開○丁目△番２４号

②　呉市広古新開○丁目△番２号

③　呉市広古新開○丁目△番３－１０１号など

④　呉市広古新開○丁目△番６号

道路 （外周の数字：基礎番号）

3
101～105
201～205
301～305
401～405

2
6

24

12

4

凡例

街区

玄関

3



6 

 

ご注意いただきたいこと 

１ 郵便物の配達，住所変更通知用の無料はがき 

郵便局に確認したところ，住居表示再整備の実施後も可能な限り新住

所に読み換えて配達してもらえるとのことです。住居表示再整備後，し

ばらくは旧住所で書かれた郵便物も配達されます。 

 また，住所変更の１ヶ月前頃に新しい住所をお知らせいたしますので，

親戚，知人，友人，得意先などに住所変更をお知らせください。郵便局か

ら配布される無料はがきもご利用ください。（住居表示Ｑ＆Ａ １参照） 
 

２ 住所変更手続きにかかる手数料など 

呉市が発行する住所変更の通知書や証明書（無料発行）を添付するこ

とにより，登録免許税や各種申請手数料は免除されますが，司法書士等

代行業者へ手続きを依頼された場合は，報酬等が発生しますが，個人負

担となりますので，ご注意ください。 
 

３ 名刺，封筒，パンフレットなどの住所 

 今後，現在の住所が記載されたもの（名刺，封筒，パンフレットなど）

を製作される場合は，作成する量を調整するなど，ご配慮いただきます

ようお願いいたします。 

 新しい住所に伴う名刺，封筒，パンフレットなどの経費につきまして

は，自己負担となりますのであらかじめご了承いただきますよう，お願

いいたします。 

※ ホームページ等を開設されている場合の住所の更新についても，お

忘れないようお願い申し上げます。 

 

住居表示Ｑ＆Ａ 

１ 住所を知らせる無料のはがきが郵便局からもらえるとのことですが，何枚もら

えるのですか？ 

住所変更通知用の無料はがきは，一世帯あたり５０枚（事業所の場合は２００枚）

を配布いたします。住所変更の通知書などと一緒に配布します。 

 配布した枚数では足りない場合は，数に限りはありますが，追加で無料で配布し

ます。  



7 

 

２ 住居表示再整備の実施に伴い発生した住所変更のためのさまざまな手続きや

余分な出費について，呉市から補助（補償）はありますか？ 

申し訳ございませんが，補助（補償）の制度はございません。名刺，封筒，パン

フレットなどの印刷費用，印判作成費用などは自己負担となります。 

 現在の住所が記載されている，名刺，封筒，パンフレットなどを作成される場合

は，作成する量を調整するなど，ご配慮いただきますようお願いいたします。 

  

３ 不動産を所有していますが，住所変更手続きが必要ですか？ 

 不動産登記簿の所有者の住所については自動的に変更されません。住所変更は，

所有権移転登記をされる際でも支障はありません。 

なお，広古新開７丁目，８丁目及び９丁目内の不動産については，土地区画整理

事業の換地処分後，３か月程度の間は，不動産登記の変更手続きはできません。 

 

４ 郵便番号はどうなりますか？ 

 現在の郵便番号からの変更はありません。 

 

５ 小学校，中学校の通学区域に変更はありますか？ 

 通学区域の変更はありません。 

 

６ マイナンバーはどうなるのですか？ 

 マイナンバーの変更はありません。現在お持ちのマイナンバーのカードに新しい

住所を記載いたします。お手続き方法は，住所変更の手続きのしおりで改めてお知

らせいたします。 

 

７ 今回の住居表示再整備の進め方はどうなっているのですか？ 

 今回の住居表示再整備を進めるにあたっては，広島圏都市計画事業古新開土地区

画整理事業の進捗状況にあわせて，実施時期を検討してまいりました。土地区画整

理事業の工事が完了し，換地処分公告が平成２８年９月～１０月頃のめどがついた

ため，このたびの住居表示再整備の実施を行うこととしたものです。 
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法人・事業所のみなさまへ 
 平成２８年９月～１０月頃に住所変更になる予定ですので，住所の記載のある印刷物

（名刺，封筒，パンフレットなど）の製作にご配慮ください。 

新しい住所に伴う名刺，封筒，パンフレットなどの経費につきましては，誠に恐れ入りま

すが，自己負担となりますのであらかじめご了承いただきますよう，お願いいたします。 

 
 

 

 

 

ご不明な点は，呉市都市計画課総務グループにお問い合わせください。 

 

【みなさまへのお願い】 
 建物の出入口，法人や事業所の名称などを確認するため，係員がみなさまのお宅に
お伺いすることがあります。お伺いする際には，身分証明書を必ず携帯いたします。調
査へのご理解とご協力をお願いいたします。 

住居表示再整備ニュース 第 1号  平成２８年２月 
発  行  呉市都市計画課総務グループ 
住  所  呉市中央４丁目１番６号 
電話番号 （０８２３）２５－３３６６ 

 

住居表示再整備 説明会のお知らせ 

広古新開７丁目，８丁目及び９丁目にお住まいの方や法人・事業所の方

を対象に，説明会を開催いたします。ぜひご参加ください。 
 

＜場所＞ 広市民センター内 広まちづくりセンター（呉市広古新開２丁目１番３号） 

＜日時＞ 2回とも同じ内容で 1時間程度です。ご都合のよい方にご参加ください。 

 

 

 

 

 
 

＜内容＞ 今回お配りしたお知らせの内容（住居表示再整備の内容，今後の予定について） 

※ ご都合で説明会に出席できない方でご不明な点がございましたら，
都市計画課窓口，若しくは電話でお問い合わせください。 

 

＜その他＞ 説明会当日は，このお知らせをご持参ください。なお，住所変更の手続き

についての説明会は，住所変更の１か月前頃に改めて開催いたします。 
 

駐車場に限りがあります。車での来場はご遠慮ください。 

（市民の方向け） ①平成２８年２月２７日（土） 午前１０時から 

       ②平成２８年３月 ４日（金） 午後 ７時から 

（法人・事業所の ①平成２８年３月 ３日（木） 午後 ７時から 

 方向け）   ②平成２８年３月 ６日（日） 午前１０時から 


